
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  １１月１６日（土）に第６回小学生ふれあい教室「腹話術体

験」が行われました。腹話術師として活動されている安藤倫子

（アンディ）さんを講師にお迎えし、①身近にある材料で人形作

り ②人形を使って腹話術体験の２つの課題に挑戦しました。人

形の材料は、靴下や毛糸などで、色や形を自由に選びながら自

分だけの人形を完成させる

ことができました。「腹話

術」のやり方については、自分の声と人形の声の使い分け

や、口を大きく開けない発声の仕方、会話のコツなどを短時

間で教えていただきました。子供たちが、自分で作った人形

に名前をつけ、楽しく会話している姿は、まるで友達と話しを

しているようでした。講師の安藤倫子（アンディ）さんとアシ

スタントの佐藤さんには、丁寧なご指導をいただきありがとう

ございました。 

 

  
 

１１月 28 日（木）に開催した第 6 回ふじみ寿大学は、

「絵手紙を作ろう」というテーマで、富士見集会所で活動

している絵手紙同好会の皆様に講師をお願いし、絵手紙

を制作しました。題材のピーマンを見ながら図柄を考えて

外線を描く、手紙の文章を書く、色を塗るという手順から、

絵の具の使い方、筆の使い方、塗り方などひとつひとつの

作業について細かく教えていただきました。参加者の皆さ

んは、それぞれが個性あふれる作品を仕上げ、言葉を交わ

しながらお互いに見せ合うなど、和やかな時間を過ごして

いました。絵手紙同好会の皆様にはたいへんお世話になり

ありがとうございました。 

また、今回で本年度のふじみ寿大学は修了となり、最後

に閉講式が行われ、富士見集会所所長から全員に修了

証が手渡されました。受講生からは、毎回学ぶことがあり

楽しく参加できたので、来年度もぜひ参加したいという声

も聞かれました。 
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第 6回ふじみ寿大学が行われました  

 

第 6回小学生ふれあい教室が行われました  

「初心者スマートフォン教室」の参加者を

募集します 
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１１月２0 日（水）～２２日（金）の三日間、狭山台中学校の生

徒 2 名が、富士見集会所で職場体験学習を行いました。 

はじめに富士見集会所の設置目的について学び、その後、集会

所内外の清掃や整備作業、人権ポスター作り、利用団体のサーク

ル活動体験など、様々なことに挑戦しました。全ての体験を終え、2

名はとても充実した表情で集会所を後にしました。 

見学・体験にご協力いただいたサークルの皆さんには、お世話

になりありがとうございました。 

 
    

日にち 行事内容  

12/4(水)～12/10(火) 人権週間  ※12/10(火)は「人権デー」 

１2/10(火) 集会所だより１2 月号発行  

12/14（土） 第 7 回小学生ふれあい教室「紙芝居・閉級式」 

1/10(金) 集会所だより１月号発行  

1/21(火) 第５回人権セミナー「教育相談の現場から」 

【休所日】12/16（月）、1/13（祝・月）成人の日、1/20（月） 

       ※12/28（土）から 1/4（土）までは、年末年始の休所となります 

【夜間休所日】12/11（水）、12/12（木）、令和 7 年 1/７(火)、1/２８(火) 

 

 
 １２月１０日は「人権デー」です。1948 年のこの日に「世界人権宣言」が採択されたことから、

この日が人権デーと定められました。日本では、この「人権デー」を最終日とする一週間（１２月  

４～10 日）を人権週間として、全国各地で集中的に人権啓発活動を行います。富士見集会所

では、共催事業として中央図書館において 12 月 27 日(金)までの間、「人権に関する図書展

示」を行っています。また、「狭山子ども人権標語展」の優秀作品を集会所内に掲示しています。

図書や標語をとおして、この機会に、皆さんも「人権」について考えてみませんか。  
 

 

 

「インターネット通販で靴を購入した。履いてみると窮屈だったので、返品したいとメールしたと

ころ、『返品できない。利用規約にも書いてある』との返事だった。『それならクーリング・オフした

い』と伝えたが、『通信販売にはクーリング・オフの適用はない』と回答が来た」などの相談があり

ます。  インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制

度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば、それに従うことになります。特約が

ない場合は、商品を受け取った日を含む８日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できま

す。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。  

  通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや、返品が可能な場合の条件などを

よく確認しましょう。 

【相談・問合せ】 消費生活センターへ TEL ０４－２９５４－７７９９ 

月～金曜日の９時３０分～１２時、１３時～１６時  

１2月から１月の主な予定  

中学生が集会所で職場体験学習を行いました   

中央図書館で「人権に関する図書展示」を開催しています 
 

～消費生活センターからのお知らせ～「通信販売はクーリング・オフできません」 

 


